
- 1 - 

＋令和３年（ヨ）第１０００１号 妨害物排除仮処分申立事件 

債権者  オハラ樹脂工業株式会社 

債務者  JMITU愛知地方本部 外 

 

答 弁 書            

 

名古屋地方裁判所民事第１部 ロ係 御中 

 

                                             令和３年３月３日 

 

                            名古屋市中区丸の内２－１８－２２ 三博ビル５階 

                              名古屋第一法律事務所（送達先） 

                                    債務者代理人 

                                          弁護士     福 井 悦 子            

                                          同         稲 垣 仁 史            

                                          電話 ０５２－２１１－２２３６ 

                                       FAX ０５２－２１１－２２３７ 

 

第１ 申立の趣旨に対する答弁 

    本件申立を棄却する。 

  との裁判を求める。 

 

第２ 申立の理由に対する答弁 

１ はじめに 

⑴ 債務者の権利は憲法第２８条によって保障されている団体行動権である 

本件の被保全権利は、債権者の本社及び本社工場の敷地として利用されてい

る債権者の肩書き地の所有権ないし施設管理権である。 
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   それに対する債務者側の権利は、憲法第２８条に保障された労働者の団体交

渉その他の団体行動をする権利である。 

    団体行動権には、争議権と組合活動権という２種類の権利が含まれていると

いわれる（菅野、労働法第１１版補正版 ３６頁、９０３頁以下）。 

団体行動権は、もともと、使用者の営業活動の自由や、所有権、施設管理権

と衝突することが予定された権利である。団体行動権が社会権的基本権として

認められたということは、正当な団体行動権の行使があった場合は、使用者側

の上記権利が制約を受けても、使用者側は受忍しなければならないということ

である。 

すなわち、正当な団体行動権の行使があった場合は、刑事免責はもちろん、

民事免責が認められている。 

⑵ 民事免責は、憲法第２８条の「団体行動をする権利」から直接生じるルール

か、それとも労組法第８条による創設的規定なのか 

   従前の学説は、ほぼ定説として、労組法第８条を憲法第２８条の確認規定と

解してきた。そのため、直接憲法によって、争議行為以外のすべての団体行動

に対する民事免責を肯定してきた。かつ、従前は、使用者が、争議行為以外の

その他の団体行動に対して損害賠償を請求するケースが実際上まれであったた

め、争議行為以外の団体行動をする権利の行使について、民事免責が及ぶのか

どうかを議論する必要性も薄かった。 

   ところが、近年組合の行ったビラ貼り活動の損額を組合に対して賠償請求を

する訴訟が提起されるに及び、「争議行為」以外の組合活動には労組法８条の

規定するような民事免責は生じない、との学説が主張されるようになった。 

   このような学説に対しては、従来の多数説の側から多くの反論が出されてい

る（外尾３８７，３９８頁、」蓼沼健一「争議行為の定義又は意味について」

一般７５．３．２４５、大沼邦博「争議行為法をめぐる基礎理論的課題（上）」

季労１０６．１８１、横井芳弘「正当な組合活動とその免責の構造⑴～⑺」労

判２７４．４，２８０．４，２８５．１４，２８８．１４，２９２．４，２９
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７．４，３０７．４ 菅野和夫・争議行為と損害賠償８）。すなわち、 

  イ 労組法第８条の立法過程を見る限り、同条が憲法第２８条の保障する団体

行動の権利一般のみから特に「争議行為」に限って民事免責を与えることを

意図したと解することは困難であること、 

ロ 現行労組法の規定の整備の程度からしても労組法８条を限定的に読むのは

不適当であり、むしろ憲法第２８条の基本趣旨や権利保障に依拠して解釈すべ

き問題が多々存在すること、 

ハ ビラ貼り、ビラ配布、リボン着用等に民事免責の可能性を一切否定して、憲

法第２８条ないし労組法の予定する組合の目的が十分達せられると言い切れ

るか疑問であること、 

ニ 企業別組合の組合活動は通常使用者の物的・人的な支配領域内で展開され、

使用者の権利との抵触を頻繁に生じさせるので、もし組合活動について民事免

責を否定すれば、現実我が国の組合はその活動ばかりか存立まで脅かされるこ

と、 

ホ 争議行為に民事免責を与えれば十分との考え方は、争議行為に至らないタイ

プの組合活動の重要性を看過するものである、等々の反論である。 

   そのため、現在、争議行為以外の団体行動についても、民事免責を認める可

能性があることを認める学説の方が多数説である。 

⑶  「争議行為」に対する民事免責と、「争議行為以外の団体行動」に対する民

事免責 

   「争議行為」とは、労働関係の当事者がその主張を貫徹することを目的とし

て行う正当な行為およびこれに対抗する正当な行為であって，かつ業務の正常

な運営を阻害する行為 (労働関係調整法7) をいう。争議行為については、労組

法第８条により、明示的に民事免責が与えられている。 

   これに対し、「争議行為以外の団体行動」に対する民事免責については、  

上記のとおり、憲法第２８条から直接と解するか、労組法第８条の類推適用とし

てとするかはともかく民事免責が認められると解するのが多数説であるが、その

https://kotobank.jp/word/%E5%BD%93%E4%BA%8B%E8%80%85-580397
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%BB%E5%BC%B5-528817
https://kotobank.jp/word/%E8%B2%AB%E5%BE%B9-470894
https://kotobank.jp/word/%E8%A1%8C%E7%82%BA-61390
https://kotobank.jp/word/%E6%A5%AD%E5%8B%99-479007
https://kotobank.jp/word/%E9%81%8B%E5%96%B6-442507
https://kotobank.jp/word/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E9%96%A2%E4%BF%82%E8%AA%BF%E6%95%B4%E6%B3%95-152444
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保護の程度は、争議行為とは異なると考える学説が多い。 

菅野教授は、「団体交渉その他の団体行動をする権利」を「争議権の行使の場

合」と「組合活動権の行使の場合」とに分け、正当な争議権の行使の場合は、使

用者の所有権・施設管理権と衝突する手段・方法で行われても、正当性を認めら

れ得るのに対し、組合活動権の場合は、使用者の所有権・施設管理権との調和が

必要とされるとする（菅野、上記９０７頁）。 

しかし、現実には、前記のホのように、争議行為に至らないタイプの組合活

動も存在するし、争議行為時に、幟旗の設置や、横断幕の設置等争議行為以外

の圧力手段が併用されることはむしろ通常である。 

また、昨今の労働組合と使用者との力関係から、団体交渉が全く進展しない

ことが少なくなく、また、企業別組合の組合活動は、通常使用者の物的・人的

な支配領域内で展開され、使用者の権利との抵触を頻繁に生じさせるので、も

し、争議行為以外の圧力行動等組合活動について民事免責を否定すれば、労働

組合は、その存立まで脅かされることになる。けだし、苦労して組合を結成し、

団体交渉を行っても、全く労働条件の向上が図れなければ組合を結成した意味

がないからである。これは、明らかに憲法第２８条が労働者の団結権と団体交

渉その他の団体行動をする権利を保障した基本趣旨を没却する。 

また、争議行為以外の団体行動の種類、態様も千差万別である。ビラはその

記載内容や、配布方法によって、名誉毀損が成り立つことも考え得るが、幟旗

や横断幕は、名誉毀損にはならないことの方が通常である。 

要するに、「団体行動をする権利」のうち、争議行為以外の行動については、

その態様、その行動の目的、場所、平時の組合活動だったのか、争議が行われ

ている時だったのか、団体交渉の進展状況はどうだったのか等々を総合的に判

断して、正当性があるものかどうかを判断し、正当性が認められば民事免責が

あると言うべきである。 

菅野教授のように、リボン闘争、ビラ貼り闘争など争議時において組合がな

すその他の圧力行動は、争議権によって保護されうる類型の行為ではなく、組
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合活動権によって保護されうる行為である、とする学説に立つ場合も、正当性

の判断の中で、争議時の行為であるという具体的事情が考慮されることになる

とする（菅野、上記９０８頁） 

   本件について、債権者は、誠実に団体交渉に応ぜず、賃上げ、一時金の要求

については、対案も出さずにひたすらゼロ回答を続けており、その一方で、組

合活動を懲戒行為によって妨害してきており、このままでは組合はその存立さ

え危ぶまれる状態である。 

債務者は、スト権を確立し、要求が受け入れられなければストライキを行う

ことを決定したが、できればストを回避し、ストライキに至らない圧力によっ

て、団体交渉の行き詰まりの打開を図ろうとしたのである。同時ではないが、

段階的争議行為とでもいうべきものであった。 

裁判所におかれては、本件争議行為の態様、目的、場所等を総合判断し、そ

の正当性を認められたい。 

 

２ 申立の理由に対する認否  

（１）第１について 

    ⑴ １は、認める。 

⑵ ２は、認める。 

（２）第２について 

⑴ １は、否認もしくは争う。 

  債権者は、「横断幕・幟旗に記載された文言とも相まって、債権者の信用

を低下させる」と主張しているが、横断幕や、幟旗自体が債権者の信用を低

下させるものではないことは自明であり（例えば、国旗や社旗を掲げても、

交通安全を呼びかける横断幕を掲げても信用が低下することはない）、信用

を低下させるとすれば、記載された文言であるとしか考えられないが、本件

横断幕や幟旗に記載された文言は団交事項に他ならない。 

 債務者は、後述のとおり、債権者側が誠実に団交に応ぜず、団交が行き詰
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まって労働条件の改善（賃金の引き上げ、年末一時金の支払い）が一歩も進

まないという事態を打開するために、やむを得ない圧力手段として横断幕や

幟旗を敷設しているのである。債務者側は、債権者の名誉毀損行為や、信用

低下行為をなしているものではない。 

⑵ ２について 

         第１段落、第２段落は認める。第３段落は不知。 

⑶ ３について 

  第１段落～第３段落は認める。 

      第４段落について、「債務者らの極めて一方的な主張」との評価部分は争 

うが、その余は認める。 

  第５段落は否認もしくは争う。⑴で既に述べたとおり、債務者は、債権者

の名誉毀損行為や、信用低下行為はなしていない。 

      第６段落は不知。 

  ⑷ ２（４の誤記と思われる）について 

  債務者は、次項に述べるとおり、債権者の不誠実団交により、団交は暗礁

に乗り上げ、完全な行き詰まり状態であり、また、組合役員は、弾圧を受け

ている。このままでは組合の存立事態が危うい状態であるため、適正な手続

きに従ってスト権を確立し、債権者に対し、争議の通告をなした上、現在争

議中である。他方で、債権者側は、債務者の設置した幟旗や横断幕によって、

信用が毀損されることはない。 

  よって、本件には、保全の必要性はない。 

 

（３）第３について 

    ⑴ 団体交渉が債権者が掲げた日に行われたことは認める。しかし、問題は中 

   身である。債権者の団交に応じる態度は、後述の通り不誠実極まりない。 

    ⑵ ２は争う。 

 



- 7 - 

第３ 債務者の主張 

１ 労働組合結成の経緯 

⑴ 混乱の職場環境  

我が国では、総評の解体、団塊の世代がすべて定年に達し年金生活者に変わっ

ていく中で、労働組合の組織率が落ちている。労働組合の結成や争議行為自体が

極めて少なくなっていく中で、債務者は世間的風潮に抗して２０１９年１２月結

成された（甲３の１）。 

  債権者は、１９４７年創業であり、既に７４年の歴史を持つ。かつては、債権

者は、活気と意欲にあふれた職場であった。しかし、２０１３年１０月に先代の

社長が死去してから、１００名以上の正社員が債権者を去って行った。冷徹なリ

ストラが行われ、職場に絶望した者が去って行ったのである。 

⑵ 突然の残業禁止令で生活困窮 

 債権者の就業規則には、毎年１回昇給を行うと規定されているが、２０１６年

５月以降昇給はまったく行われていない。また、夏季・冬季の一時金も２０１６

年末を最後に支給されていない。さらに、２０１９年２月２５日に、債権者は従

業員に「残業禁止令」を出した。その際、残業をしないで効率よく勤務できれば

評価し、賃金を上げると社長は言ったが、結局賃金は一切上げなかった。その一

方で「年俸制」という賃金体系をつくり賃金が上がった社員がいた。また、その

頃に入社した中途社員は全て年俸制で、役職のついた社員よりも未経験者の中途

入社社員の方が、給料が高い現状が生まれた。さらに、年俸制を開始したとき１

年以内に全社員を年俸制にし、同じ賃金形態にすると言っていたが、実施された

のは一部のイエスマンのみであった。その理由を社長に尋ねた時、社長は「その

当時、年俸制度を指揮っていた工場長が退職したので手つかずになっている。」

と弁明した。しかし、工場長が退職したあとも中途採用者は全て年俸制であり、

社長の説明は事実に反する。さらに社長に年俸制の場合の欠勤について、給与支

給などのルールを尋ねたが、「社労士の先生に聞いといて。」と言われた。この

ように、社長は、賃金を上げないことについて、常にその場限りの返答しかしな
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かった。 

従業員は、何も残業を積極的に歓迎しているものではない。しかし、昇給も一

時金もない中で、残業手当によってギリギリの生活をしていたのである。更に同

年５月、債権者の社長は、「残業は許可制にします。申請書を出して下さい。」

「仕事の量が多すぎるのか、工数が多すぎるのか、能力不足か。能力不足だった

ら処分があります。」と従業員に通告してきた。しかし、その後残業は一部社員

の中で常態化している。 

⑶ 組合の結成 

従業員たちは、このままでは生活が成り立たない、会社を変えるか辞めていく

しかない、というところに追い詰められて労働組合を結成したのである。 

 組合は、２０１９年１２月１６日、債権者に対し、組合の結成通知をなすとと

もに、分会役員も連絡した（甲３の２）。同時に、労働条件に関する要求書を提

出した（乙１）。そして、労使関係・組合活動に関する要求書も出した（乙２）。 

 この申し入れに対し、債権者は、同日、乙第２号証に基づく労使関係・組合活

動に関する協定要求について、これを受け入れ、組合の役員のみならず、多くの

組合員の前で翌日（＝２０１９年１２月１７日）、協定を調印することを約束し

た（乙５，６参照）。組合は合意協定書を用意した（乙３の不動文字部分）。 

 しかし、翌日になって、債権者は「（協定の調印に）合意していない。弁護士

と相談すると言ったはずだ。」と態度を翻し「言った、言わない」の論争が始ま

り４時間近くに及んだ。交渉の末、その大部分について債権者との口頭合意がで

きたので、合意ができたところにチェックを入れ、債権者の社長にサインを求め

た。社長は「慶」のサインをなした（乙３）。残りの部分については、２０１９

年１２月２６日にベトナム工場出張中の債権者との電話ミーティングを行う予定

をしていたが、又もや態度を翻し「会社側で慎重に検討する必要がある」と書面

で通知し（乙４）、その後開催された２０２０年１月９日団体交渉席上でも態度

を改めず、合意協定書は、押印はないまま今日に至っている。 

２  組合結成に対する債権者の対応＝「業務Ｇｒ．」の設置 
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 ２０２０年４月、債権者は、突然関連会社である「オハラ産業」に渥美晴久氏、

伊東雅弘氏を雇い入れ、同時に両名を債権者に出向させ、債権者に「業務Ｇｒ．」

（業務グループ。債権者は業務 Gと表示したり、業務部と表示したりしている）

を作り、渥美氏を部長、伊東氏を副部長とした。 

 しかし、債権者の組織には、従前「業務Ｇｒ．」というものは存在しなかった。

また、債権者の役職に部長、副部長は存在しない。更にこの両名は、債権者の自

動車部品製造業の業務に関し、特殊な資格や経験等を有している訳でもない。両

名とも自称自衛隊出身者である。その後、この業務Ｇｒ．が、組合員に対する処

分等を行っていること、本件申立についての陳述書作成者であることから、債権

者は、組合潰しの為に、「業務Ｇｒ．」を設置したものとしか考えられない。（な

お、渥美氏は、２０２０年お盆明けに退職している）。その後、同年１０月１日

に「オハラ産業」に林克己氏を雇い入れ、同時に債権者の「業務Ｇｒ」に副部長

として出向させた。これにより、伊東氏は部長に昇格した。 

 業務Ｇｒ．課員の賃金・報酬については不知であるが、就業規則で定められた

従業員の昇給は２０１６年以来まったく実施しておらず（但し、その後一部で恣

意的に実施されていた事実が判明）、赤字を理由に賞与の支給もまったく行って

いないのに、業務Ｇｒ．課員を新たに雇い入れるのは、不合理としか言いようが

ない（乙１５参照）。 

３ 不誠実団交 

 ⑴ 誠実団交とは  

   この点については、研究はなく、各労働委員会が個別事案の処理を通じで誠

実団交義務の内容を形成しつつあると言われている。 

   従前確認された誠実団交の内容は、以下のとおりである。 

   イ 譲歩意図がないことは、団交自体を拒否する正当な理由とはならない。 

   ロ 実質的な論議が要請されているので、相当程度の回数・時間および責任

あるものの出席が不可欠とされる。単に回数が多いことは決定的ではない。

その回数が、１０回、１１回、さらには２０回、２１回、２２回の例でも
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不誠実と認定されている例もある。 

   ハ 自己の立場や見解をいかに説明、説得するかが中心争点となるが、その

前提として、関連資料、情報の提供が義務づけられる。 

ニ 誠実団交とは、相手方の主張にも十分耳を傾け相互の立場を修正しなが

ら妥結にむかう継続的過程を意味する。提案や対案自体が問題にはならな

いが、それへの固執となると不誠実さが推定されやすくなる。ゼロ回答に

固執する（せざるを得ない）だけの具体的な理由を交渉の場で説明しなけ

れば不誠実と見做される。従って、単に将来の展望がない、赤字である等

の抽象的な理由を挙げるだけでは不十分である。「組合の主張を十分に検

討し、自己提案の具体的根拠を明らかにして、組合を納得させるべく十分

な努力を尽くすことが要求される。 

⑵ 昇給不実施について  

       1)  組合の結成目的の第一、昇給の実施であった。年１回の昇給の実施は就業

規則で定められているのである。従業員は、残業ゼロとなり、賃金額は、一

部について下げられており、たとえわずかでも昇給を実施してもらうことが

切実な要求であったのである。 

      債務者は、賃金引上げに関する要求書を何度も債権者に提出した。同時に 

団交の申し入れもしてきた（乙７，１０，１２、１４，１７）。 

      その結果、２０２０年１月９日、２月１８日、６月２日に各１回の団交が

開催された。 

債権者は、「業績が悪い。コロナによる低迷」を理由として、「会社の経

営状況に鑑み、現在、月額基本給の引き上げを行う考えはありません。」の

一点張りだった（乙１１、１３、１６，１８）。 

      これに対し、組合は、業績回復の為の具体策の策定要求や、債権者が約５

億円に上る設備投資を行った「良品量産安定化」について、設備選定や運用

周知、導入後の稼働状況の管理が不十分で、多額の資金を寝かしていること

が判明したことを指摘したところ、社長は設備の約過半数をベトナム工場に
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売却すると答えたので、その利益分を昇給や一時金の原資に充てるように要

求した（甲３の３）。 

 しかし、この要求に対しては、まともな返事はなく、「業績が悪い、赤字

だ。コロナによる低迷。」という抽象的な答えだけを繰り返した。 

2)  債務者は、「賃金引き上げに関する再要求書」を２０２０年７月１日及び

同年８月６日に債権者に提出し、同時に団体交渉の申し入れをなした（乙２

０）。 

  これに対し債権者は、従前と同じ回答を繰り返すばかりか、「今後、同様

のお問い合わせをいただいた場合、当社が必要と判断した場合を除き、この

件に関し、文書での回答は致しません」と、不誠実極まりない回答をしてき

た（乙２２） 

    その後、同年９月に２回の団交が開催された（８日、２３日）が、債権者

は、従前と同じ回答を繰り返した。 

        3)  しかも、２０１９年も赤字を理由に昇給を実施しなかったが、実は昇給し

ていた人がいる事実を組合はつかんだ。この点について、債務者が、同年１

２月２１日の団交で債権者を追求したところ、債権者は、「不良改善に貢献

してくれた。」「元々の基本給が低かったから上げてあげた。」と発言した。

赤字だから  昇給できないという回答は不誠実な回答である事実が明らか

となった（甲１０の５） 

⑶  一時金の要求 

      一時金について、債務者は、組合結成時の労働条件に関する要求書で「昨年

３月以降１２月までの時間外労働賃金相当額」の一時金を要求したが、２０２

０年１月９日の第１回団体交渉における債権者の回答は、「貴組合が要求する

一時金を支払う考えはありません。」というものであった。 

   組合は、２月１８日の団体交渉で、社長が５億円に上る設備投資の約過半数

をベトナム工場に売却すると述べたため、その売却益を一時金に回すように要

求し、その検討を依頼したが、債権者は、「ベトナムへの設備の売却益だけで
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は一時金の支払うだけの財務状態の改善には至らないため、今回は一時金の支

払いは見送ることにします」との回答書（乙８）を発した。しかし、この回答

によれば、少なくとも売却益はあるのである。一時金を払わないとの結論あり

きで、誠実に検討をなしたという資料もまったく出されておらず不誠実極まり

ない。 

   さらに、年末一時金についても、組合側は３ヶ月分の一時金の支払いを要求

したが （乙４１）、債権者は同年１２月１４日付けの「年末一時金要求書に

つきまして」と題する書面で、「当社の経営状況に鑑み、本年の年末賞与の支

給はしない予定です。」と、形式的な回答をしただけであった（乙４２）。ま

た、組合は、２０１９年の年末一時金、２０２０年の夏の一時金の要求につい

ても債権者はゼロ回答で未解決なままであったので、そのことに対する回答も

求めたが、債権者の回答は、「現在、交渉を要する議題はありません。」とい

うものであった（甲１０の３、乙４１）。 

⑷ 以上のとおり、賃上げおよび一時金についての団体交渉は、実質的に暗礁に

乗り上げ、完全な「行き詰まり」状態であったが、それは、債権者側が団体交

渉において、資料もまともに出さず、組合側の具体的要求や提案には一切答え

ず、「赤字」「経営状況に鑑み支給しない」という形式的な回答だけを繰りか

えす極めて不誠実な態度を続けていたからである。 

４ スト権の確立 

   就業規則にも記載されている年１回の昇給や、一時金の要求は、組合の結成目

的であった。しかし、組合結成後１年近くになるのに、要求はまったく前進しな

いため、債務者は、事態の打開を図るべく、「臨時全体職場集会」を開催し、ス

トライキ権の確立を行うことにした。 

   そのため、２０２０年１１月１７日に、労働組合法第５条に基づき、スト権確

立に向けた無記名の全員投票を実施した。その結果、賛成票が過半数を超えたた

めスト権が確立した（乙３３の１～３）。 

５ 組合役員に対する処分行為 
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  ⑴ Ｈ氏に対する自宅待機命令違反を理由とする呼び出し・事情聴取 

    債務者の組合員であるアルバイト職員のＨ氏は、２０２０年７月に暴力事件

を起こしたが、それを理由として同年８月７日に社長室に呼び出された。Ｈ氏

が組合の同席を求めたところ、債権者がこれを拒否したため、Ｈ氏は退席した

ところ、渥美業務Ｇｒ．部長が追いかけてきて７日間の出勤停止処分通知書を

無理矢理渡そうとしたため、Ｈ氏は、これも組合を通してくれといって断った。 

   また、Ｈ氏は、上記出勤停止処分に先立って処分決定までの間業務命令とし

て自宅待機を命じられた。しかし、かかる業務命令の根拠及び合理性が不明で

あったため、債務者はＨ氏に出勤のアドバイスを行ない、Ｈ氏はこれに従った。

なお、上司もＨ氏の出勤を黙認しており、業務遂行には何らの支障もなかった。 

   組合は、２０２０年９月２９日付けの団交申入書（乙２４）で、議題内容を

「（２） 就業規則の運用、取り分け従業員の処分について」と明示した。Ｈ

氏の処分について、会社側と話し合いをしたかったからである。 

   ところが、それから２カ月近く経過した後である２０２０年１０月２３日、

Ｈ氏は、「同月２６日に、印鑑持参のうえ、業務Ｇｒ．の伊東氏のもとに来る

ように」とのメモを渡された。何のために印鑑が必要なのかとＨ氏が尋ねても

伊東氏は、答えなかった（乙３０参照）。 

   やむを得ず、Ｈ氏が業務Ｇｒ．に出向くと、伊東氏は、自宅待機中に出勤し

たことを認める供述書、処分通知書の受け取りを拒否したことを自認する供述

書への署名押印を求められサインした。この時、Ｈ氏は伊東氏に対し「処分は

どうなるか？」と尋ねたが伊東氏は「分かりません」と答えた。 

    ついで、同年１１月９日、社長は、Ｈ氏を社長室に呼び出し、「調査」と称

して、自宅待機命令中の出勤と、処分通知書の受け取り拒否は、業務命令違反

に該当し、重大な処分の対象である旨告知した。Ｈ氏は、この時、社長に「解

雇だけは勘弁して欲しい。」と懇願したが、社長は、『どうするかはあなたの

態度次第』だと半分脅しのような言動に及んだ（乙３２参照）。 

   債務者は、債権者のＨ氏に対する上記行為について、同年１１月１８日付け
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で「抗議および要求書」（乙３２）を提出し、自宅待機命令中の出勤も、処分

通知書の受け取り拒否も、組合がＨ氏から相談を受け、組合として協議の上で

指示をして行った組合活動であることを明示した。 

 ⑵ 抗議活動を行った組合員に対する処分 

    1) Ｈ氏に対する呼び出し 

しかるに、同年１１月１８日１７時過ぎ、Ｈ氏は、またも「印鑑持参の上で、

１１月１９日午前９時に業務Ｇｒ．の部屋に来てください。弁明書に署名と捺

印をもらいます。」とのメモを受け取った。 

組合は、同日、Ｈ氏の１１月９日の社長室への呼びつけについて、「抗議並

びに要求書」（乙３２）を提出した。組合は、Ｈ氏の行動が組合との協議に基

づくものであること、よって、Ｈ氏を直接呼びつけたり、脅迫したりしないよ

うに求め、Ｈ氏の処分については、組合との協議交渉の上すすめることを要求

した内容であった。 

  2)  １１月１９日午前９時からの出来事  

     組合は、Ｈ氏と協議し、債務者のオハラ樹脂工業分会の分会長である朝倉健

次氏、副分会長である谷川誠一氏、分会委員である尾畑安史氏、分会委員であ

る今枝薫氏の４名が、１１月１９日午前８時５０分に待ち合わせをした上、業

務Ｇｒ．の部屋に５人で赴き、４人が入室した。（１名は室外に居た。）組合

は、前日に出した「抗議および要求書」を無視したＨ氏に対する呼び出し行為

に対し、説明を求めるために同道したのである。その際の一部始終は、乙３４

のとおりである。 

          朝倉分会長は、開口一番、先日送った「抗議および要求書」（乙３２）を見

たかを確認したが、伊東氏は、その質問を無視し、どういった立場で来ている

のか聞いてきたので、朝倉氏は、「組合としてきている。」と答えたが、伊東

氏は「組合関係ないでしょ」と言って突然「帰れ！」と大声で叫んだ。その後

も、「組合関係ない」「社長に言うわ」「警察を呼びます」と、脅迫的言辞に

終始している。結局、１１月１８日は、社長が入ってきて、「じゃあ、もう止
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めようよ」といった後、伊東氏は、「Ｈさん、これ拒否するわけね。」「署名

を拒否するってことで」と発言しているが、Ｈ氏自身は、書面もまともに読め

ず、そもそも、伊東氏が何のために自分を呼んだのかも、よくわからなかった。 

なお、Ｈ氏に同道した組合役員は、きちんと有給休暇を取ったり、遅刻の

届け出をして同道している。あくまで組合活動として、Ｈ氏に同道したもの

であるが、このような組合の活動は、ごく当たり前のものである。 

また、令和元年１２月１７日、債権者社長は多くの組合員の前で、「会社

は組合員に関する人事、労務、労働条件の変更・決定に当たっては、その字

亜鉛に組合と十分な協議のうえ実施する。」こと、「会社は、組合運営・組

合活動について労働関係処方及び本協約に基づく自由を認め、組合員が組合

活動に参加したことを理由にして、いかなる不利益取り扱いをも行わない」

と合意している（乙３）。組合役員４名は、この合意に基づいて正当な組合

活動を行ったものである。 

3) 分会役員に対する呼び出し 

同年１１月２３日、債権者社長は、組合の令和２年１１月１８日付け『「抗

議並びに要求書」につきまして』と題する書面を債務者に送り、その中で、

組合がＨ氏に対して「業務命令違反を指示したことを自認されたと理解しま

した。」と記載してきた（乙３７）。そして、同日Ｈ氏に同道した分会役員

４名に対し、伊東氏が、「期日通知書」（乙３６の１～４）を交付した。こ

の書面は、『貴殿が本年１１月１９日に業務グループ室内に押し入り業務グ

ループの業務を妨害した行為に関する事実関係の調査のため、就業規則（正

社員版）第１０章尾 第２節、第６条（弁明の機会）に基づき、…弁明を聴

取する場を設けるので、必ず出頭するように』というものであった。 

    期日通知書は、同年１１月２６日午前９時に社長室に出頭するように記載

されていたため、上記分会役員４名は、同日同時刻に社長室へ出頭し、４人

同時での話し合いを求めたが、社長は拒否した。社長室に社長と一緒にいた

伊東氏は、「弁明の機会を放棄」と発言した。 
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    しかし、組合役員４名は、１１月１９日に業務を妨害した事実はない。組

合は「期日通知書」に対する反論の書面を債権者に提出した（乙４５、４６）。 

4) 分会役員４名に対する処分  

しかるに、債権者は、２０２０年１２月２１日付けで再び分会役員４名に

対し、「期日通知書」を渡した（乙４７の１～４）。１２月２２日の午後１

時から、「１１月１９日業務グループ室内に押し入り業務グループの業務を

妨害した件について」１２月２２日午後１時から懲戒処分の通知をするから、

社長室へ来るようにと記載されていた。さらに「正当な理由なく貴殿が出頭

されない場合は、業務命令違反となり別途処分の対象となる可能性がありま

すので、くれぐれも御注意ください。」と記載されていた。 

分会役員４名は出頭しなかった 

本年１月１０日に分会役員４名の自宅にそれぞれ令和２年１２月２２日付

「減給処分通知書」を内容証明郵便にて債権者より郵送されてきた（乙５０

の１～４）。 

処分内容は、譴責に加え減給。減給は２０２１年１月支給の月給から「月

額基本給の１００分の１」を控除する、というものであった。 

    しかし、上記分会役員４名は、同年１１月１９日、正当な組合活動として

伊東氏に対し、説明を求めようとしただけであり、何ら懲戒の対象となる行

為は行っていない。 

債権者は抽象的に、「業務Ｇｒ.の業務を妨害した行為」と述べているに過 

ぎず具体的な業務妨害行為を何ら明らかにできていない。４名に対する上記

懲戒処分は、不当労働行為以外の何物でもない。 

    なお、Ｈ氏は、精神的不安に耐えきれずその後ほどなく、伊東氏の作成し

た弁明書に署名押印している。 

    債務者は、直ちに上記４名の分会役員に対する不当な処分に対し撤回要求

を出した（乙５１）。近く、処分の無効確認を求めて提訴する予定である。 

６ 争議通告  
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    債務者は、２０２０年１１月１７日にスト権を確立したが、直ちにその通告を

行うことは避けてきた。しかし、同年１２月２１日開催の団体交渉における不誠

実な対応があり、次いで同年１２月２２日組合役員４名に対する懲戒処分の通知

をしようとしたため、翌１２月２３日、債権者に対し争議通告書（甲７）を発し

た。この通告書の記載で明らかなとおり、争議を行う日時は「２０２１年１月７

日から、次回団体交渉開催まで」、「３ 争議行為の態様は、「本社工場の東側

フェンスに幟旗の掲揚及び横断幕の掲揚」であった。団体交渉が開催されるまで

となっているのは、団体交渉さえ開催されれば、幟旗や横断幕の掲揚は止めるが、

団体交渉の結果如何では、ストライキに入り、その場合、幟旗や、横断幕も掲揚

するつもりであるということである。 

７ 正当な争議権の行使であるとともに、争議行為以外の団体行動権の行使である 

   以上のとおり、債務者は、就業規則に定められた年に１度の昇給が５年間も実

施されておらず、一時金も丸４年も支払われず、残業も禁止されているという状

況の中で、やむをえず組合を結成し、債権者に対し粘り強く団体交渉の申し入れ

をし、実際に交渉を行ってきたが、債権者は団体交渉において、部分的には自ら

のなした投資の失敗が赤字を招いたことを認めながら、赤字のみを理由として昇

給も一時金の支払いにも一切応じない、という態度を貫いてきた。団体交渉は、

完全に「行き詰まり」状態である。 

他方で、組合に対抗するために「業務Ｇｒ．」を創設し、不当労働行為を行っ

てきた。あまつさえ、分会役員の正当な組合活動について、懲戒権の行使という

形で、いわば暴力的な弾圧を加えている。 

債権者の不誠実団交により、団交は暗礁に乗り上げ、完全な行き詰まり状態で

ある。また、組合役員は、弾圧を受けている。このままでは組合の存立事態が危

うい状態である。 

  団体行動権は、団交の行き詰まりを打開し、要求を貫徹するための手段として、

憲法第２８条に認められた労働者の人権である。しかも、本件では、債務者はス

ト権を確立しており、いつでもストライキに入れる状態である。そして、ストラ
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イキの最中に組合が幟旗を立てたり、横断幕を張ったりするのは、ごく当たり前

の行動である。 

  横断幕の記載内容も 

  「社長は誠実に交渉に応じろ！問題の解決から逃げるな！！」 

  「社長は、懲戒権を濫用するな！！」 

というもので、名誉毀損になる内容ではない。 

     また、幟旗の記載文言は「社長の不当労働行為許さない！！」というもので、

同じく名誉毀損になる内容ではない。 

      記載内容は、労働組合の要求としては至極当たり前のものであり、会社側の当

然の義務の履行を求めているものに過ぎない。 

      以上を総合すれば、債務者の行為は正当な争議権の行使であると共に、正当な

争議行為以外の団体行動権の行使である。 

債権者の申立こそ、直ちに棄却されるべきである。 

                                                                  以上 


